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守れ！憲法９条

後期高齢者医療制度

広域連合議会議員の一般選挙行われる
「制度は撤回すべき」と、多くの国民が求めたにもかかわらず後期高齢者医療制度が発足してか

らまもなく１年がすぎます。同時に設置された広域連合議会も任期満了を迎えます。

今回の選挙では、議員定数が倍加され４４名で、全ての市町村議会から１名の議員を選出するこ

とになりました。東海村議会では、３月議会初日の３月２日、議事日程の最後に

選挙がおこなわれました。

選挙の方法は、単記無記名方式で議長選などと同じ方法です。立候補はなしで、

推薦する人の名を書き投票します。

選挙の結果は、大名美恵子３票、豊島寛一議員(副議長)１７票で、豊島議員が

当選しました。村民の付託をうけてしっかり発言、報告を求めたいと思います。

東海郵便局に集配センターの併置を求める

決議書提案に賛成

東海郵便局から郵便物の集配業務がなくなってか

ら２年になります。東海郵便局は郵便局会社の一窓

口となり、東海村域の集配業務は郵便事業会社関東

支社ひたちなか支店の窓口となりました。

郵便物取扱量が断然多い本村の地域性と、サービ

スの更なる向上をかんがみ、東海郵便局に集配業務

を戻すことがきわめて必要と考え、決議し、要望す

るというものですが、日本共産党村議団はこの決議

案に賛成できるため、代表の大名が賛成者になりま

した。

意見書案は、総務委員会付託になりました。

東海産廃訴訟２月２３日仮処分裁判を傍聴

梶山正三理学博士の意見書を提出

梶山さんは、理学博士であり、全国ごみ弁

連の会長を務める弁護士でもあります。

梶山正三理学博士の意見書の要旨

● 本件焼却施設計画地は、至近距離に民家

があり、かつ、その周辺は田んぼに囲まれ、農

業用水路にも隣接し、起伏に富む地形から気流

の動きにより被害の甚大化が予想されるなど、

立地としては不適切である。

● 事業者は、産業廃棄物の特性、品目ごとの

多様性、性状の著しい変動などに関する基本的

な理解・知識がないと考えられ、実現不能な受け

入れ廃棄物の計画を前提として本件焼却施設を

計画しており、事業者の資質にも疑問がある。

● プラントメーカーは焼却される廃棄物の具体

的し様を事業者から知らされずに設計計算をし

たことを認めており、事業者自身も廃棄物を具体

的に把握しておらず、プラントメーカー自身は、

設計計算の基本的前提を知らずに、恣意的な設

計計算をしたものであって、設計上の全ての数

値が信用性に欠ける。

● 設計計算、設計図面には、図面上重大な矛

盾、前提の誤りなどが少なからず存在する。計画

および設計のやり直しは不可欠である。

● 本件焼却施設には、技術的にみても根本的な欠陥があり、

その是正は困難である。

● 規制されている有害物質にたいする対策は、有用ではな

く、事業者もプラントメーカーもその点に関する基礎的知識を

欠いている。

● 本件焼却施設関連建物の配置、煙突の低さ、周囲の地形

などから、有害物質の拡散により周辺に、多様かつ直接的な

被害が予想される。


